
問い合わせ先／北海道総合政策部計画局統計課☎０１１-2０4-５１44

社会生活基本調査にご協力ください
　総務省統計局（北海道）では、₁₀月₂₀日を基準日とする社会生活基本調査を実施します。
　この調査は、わたしたちが１日のうちどのくらいの時間を仕事、家事、地域での活動などに費やしているか
や、過去１年間の自由時間にどのような活動を行ったかについて調査し、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）の推進、少子高齢化対策などの制作に必要な基礎資料を得ることを目的として実施します。
　９月上旬から調査員が対象となる調査区内のすべての世帯を訪問し、「調査すること」を周知します。その後、
調査をお願いする世帯には、₁₀月上旬から中旬にかけて調査員が訪問し、調査書類を配布します。
　回答は、紙の調査票だけでなく、パソコンやスマートフォンからインターネットで回答することもできます
ので、ぜひご活用ください。調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いします。

▶実施期間／周知　９月上旬～、配布　₁₀月上旬～中旬

町有財産（土地付き建物）売却のお知らせ
　町では町有財産を2件売却します。購入を希望される方は８月₁₆日㈪までに申し込みください。
　詳細は、８月２日㈪～₁₆日㈪　９時～₁₇時（土日祝日を除く）の間、まちづくり政策課でご確認く
ださい。

物 件 概 要

①土地（建物付）
区 分 ： 土地
所 在 地 ： 弟子屈町字屈斜路260番５
地 目 ： 宅地
地 積 ： 3223.78㎡
用途地域 ： 都市計画区域外・国立公園内普通地域

区 分 ： 建物①
所 在 地 ： 弟子屈町字屈斜路260番地１
種 類 ： 居宅（旧屈斜路保育所）
構 造 ：  補強コンクリートブロック造亜鉛メッキ

鋼板葺平家建
床 面 積 ： 210.60㎡
建築年度 ： 昭和46年

区 分 ： 建物②
所 在 地 ： 弟子屈町字屈斜路260番地１
種 類 ： 居宅（旧屈斜路寿の家）
構 造 ： 木造モルタル亜鉛メッキ鋼板葺平家建
床 面 積 ： 106.92㎡
建築年度 ： 昭和49年

②土地（建物付）
区 分 ： 土地
所 在 地 ：  弟子屈町字弟子屈原

野904番地３
地 目 ： 宅地
地 積 ： 517.06㎡
所 在 地 ：  弟子屈町字弟子屈原

野904番地４
地 目 ： 宅地
地 積 ： 1268.4㎡
区 分 ： 建物
所 在 地 ：  弟子屈町字弟子屈原

野904番地１
種 類 ： 集会所
 　　　（旧原野摩周会館）
構 造 ：  木造亜鉛メッキ鋼板

葺平屋建
床 面 積 ： 106.92㎡
建築年度 ： 昭和53年

受付・問い合わせ先／役場まちづくり政策課管財係☎482-29１3（課直通）

₇ 広報てしかが 2021.8

　町では「第５次弟子屈町総合計画」が令和３年度で計画期間が終了する
ため、新たに令和４年度から令和11年度を計画期間とした「第６次弟子
屈町総合計画」を策定しています。
　広報てしかが７月号に引き続き、策定状況についてお知らせします。
　７月には第2回第６次弟子屈町総合計画及び人口ビジョン・次期てしか
がまち・ひと・しごと創生戦略策定検討委員会（以下「策定検討委員会」）、
第１回第６次弟子屈町総合計画及び人口ビジョン・次期てしかがまち・ひ
と・しごと創生戦略策定審議会（以下「審議会」）、第６次弟子屈町総合計
画及び人口ビジョン・次期てしかがまち・ひと・しごと創生戦略策定に係
る第１回および第2回まちづくり町民会議が開催されました。

【７月５日　第１回審議会】
　審議会は、町長が指名した団体の代表者や学識経
験者などで組織され、町長のからの諮問（意見を求
めること）により、総合計画案などについて審議し
ます。
　今回の審議会では、委員長と副委員長が選出され、
６月行われた策定委員会などと同様に、事務局から
令和2年度などの調査結果が報告されました。

【７月６日　第２回策定検討委員会】
　町職員の課長補佐、係長などで構成される策定検
討委員会では、総合計画の示すまちの将来像「基本
構想」について検討が行われました、現在の社会情
勢などを踏まえ、まちづくりの課題の整理を行いま
した。第３回では基本構想案などの策定を行う予定
です。

【７月５日　第１回まちづくり町民会議】
【７月21日　第２回まちづくり町民会議】
　まちづくり町民会議は、公募などで選ばれた町民
の方や、団体の役員、地域を代表する町民の皆さん
14人で構成され、さまざまな手法で委員の意見を
まとめ、町などに提言を行います。第１回の会議で
は、「弟子屈町の強み、弱みの整理」についてを、
第2回では、「理想の未来を実現するためには」と
題し、これから町全体で「やるべきこと」について
ワークショップ形式で意見の整理が行われました。
８月上旬に行う第３回で意見をまとめる予定です。

問い合わせ先／役場まちづくり政策課政策調整係☎482-29１3（課直通）

まちづくりの基本方針や行動指針を示す

第６次弟子屈町総合計画策定等状況報告 その3

前回の会議

【今後の策定作業の予定】　　
令和３年８月　第３回まちづくり町民会議、第３回策定
　　　　　　　委員会
令和３年９月　第４回策定委員会、第３回策定検討員会
令和３年₁₀月　第2回計画策定審議会
令和３年₁₁月　第５回策定委員会、第４回策定検討員会、第３回策定審議会
令和３年₁₂月　町議会への報告等
令和４年２月　第６回策定委員会、第５回策定検討員会、パブリックコメント実施
令和４年３月　第７回策定委員会、第６回策定検討員会、議会へ計画案を提出
　※新型コロナウイルス感染症対策やその他の理由により時期を変更する場合があります。

策定の状況は、町公式ホームページで公開していますので、資料などの詳細はそちらをご覧ください。
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（２）人口ビジョン・次期てしかがまち・ひと・しごと創生戦略 

 本町では、平成 26（2014）年 11 月に制定されたまち・ひと・しごと創生法に基づき、将

来における人口減少の抑制を図るために、令和 42（2060）年までを見通した第１期「人口ビ

ジョン」を踏まえ、「地方版総合戦略」である第１期「てしかがまち・ひと・しごと創生戦略」を

平成 27（2016）年 12 月に策定し、平成 27（2015）年度から様々な取組を進めてきまし

た。 

 しかし、本町を取り巻く厳しい状況は依然として続いており、改めて人口の現状と将来の展望

を提示する人口ビジョンの策定を行い、その対策としての次期「てしかがまち・ひと・しごと創

生戦略」を策定するものとします。 

 なお、町民、地域、団体、企業、行政などの、いわゆる「産」「学」「官」「金」「労」「言」各界

や、町全体で共有して推進する公共計画として位置づけます。 

 

３ 計画の構成 

 

 弟子屈町総合計画の策定と運用に関する条例、第５条において「総合計画は、基本構想、実行

計画及び事務事業計画で構成し、各々の期間は、その策定の際に町長が定める。」としています

が、第６次弟子屈町総合計画においては、その構成を第５次弟子屈町総合計画と同様、３層構造

とすることを予定します。 

 なお、各層の名称については、今後策定のプロセスの中で検討します。 

 また、並行して策定を進める次期てしかがまち・ひと・しごと創生戦略は、第６次総合計画の

重点プロジェクトを、創生戦略と位置づけるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上図においては、「基本構想」「基本計画」という一般的な名称

を使用しています。 

  

第６次弟子屈町総合計画の構造イメージ 
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